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公益財団法人赤澤記念財団 

２０２５(令和７)年度 奨学生募集要項 

１．趣 旨 

公益財団法人赤澤記念財団（以下「財団」という。）は、大学等へ入学を希望する意欲・能力の高い高

校生に対し下記の奨学援助を行うことにより社会に有用な人材を育成し、香川県内の教育水準の向上

及び人材の育成に寄与することを目的としています。 

 

１号奨学金： 県内の児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、里親家庭、ファミリーホ

ーム及び自立援助ホーム（以下「児童養護施設等」という。）で生活中及び県内の児童養

護施設等を退所して別の場所で生活しながら、大学、短期大学、専門学校等へ進学をする

生徒に対し奨学援助を行う。 

 

２号奨学金： 県内の高等学校に在籍する３年生又は県内の高等学校を卒業後１年以内の者で大学

へ進学する者及び高等専門学校５年生又は卒業後１年以内の者であって、大学進学、大

学編入、高専専攻科進学を目指している者で意欲・能力の高い生徒に対し奨学援助を行

う。 

２．特 徴 

  (1) 奨学金は給付とし、返済の義務はありません。 

  (2) 奨学生の卒業後の就職等進路については、本人の自由とします。 

  (3) 他の奨学金との併用が可能です。 

３．奨学生の応募資格 

⑴ １号奨学金：以下の各号のいずれにも該当する生徒とします。 

① 県内の児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、里親、フ 

ァミリーホームに措置されている者又は自立援助ホームに委託されて 

いる者（１年以内に県内の高等学校を卒業し、児童養護施設、児童心理 

治療施設、児童自立支援施設、里親、ファミリーホームへの措置又は自 

立援助ホームへの委託を解除された者を含む） 

② 大学、短期大学、専門学校等へ進学する予定の者 

③ 児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、ファミリーホーム、 

自立援助ホームの施設長又は学校長が推薦する者 

④ 成績要件:総合的に判断し、修業に支障がない学力がある者 

 

⑵ ２号奨学金：以下の各号のいずれにも該当する生徒とします。 

① 県内の高等学校に在籍する３年生又は卒業後１年以内の者及び高 

等専門学校５年生又は卒業後１年以内の者であって、大学進学、大学 

編入、高専専攻科進学を予定している者 

       ② 大学、大学編入、高専専攻科へ進学する予定の者 

③ 学校長が推薦する者 

④ 成績要件：高校１～２年(高等専門学校生は、１年～４年)の成績の 

  評定平均が３．５以上の生徒、卒業生については、高校１～３年(高 

  等専門学校生は、１年～５年)の成績の評定平均が３．５以上の者 
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⑤ 収入要件:世帯合計年収６００万円未満(自営業は、４００万円未満) 

 ※各施設、高校からの応募者は、卒業生を含めて５名以内とします。 

４．採用人数 

２０２５(令和７)年度は１５名程度 (1) １号奨学金    ３名程度  

 (2) ２号奨学金 １２名程度   
※補欠として数名の採用し、奨学生から辞退があった場合にのみ採用されます。 

５．奨学金の額と給付の方法 

(1) 給付金額・・・・・月額 ８万円  (年間９６万円) 

 

(2) 給付の期間 

  ① １号奨学金 

大学進学者  ４年間 

短期大学進学者  ２年間 

専門学校進学者 各校の修業年限(４年間を限度とする) 

  ② ２号奨学金・・・大学４年間又は２年間(高専生)など、正規の最短修業年限 

 

(3) 給付の方法・・・・ 奨学金は、５月、９月、１月の４カ月毎の月末に交付する 

             ものとします。（本人名義の銀行等の預金口座に入金します。） 

６．奨学金の休止又は廃止事由 

(1) 休学、あるいは長期に欠席するとき 

(2) 留年したとき ※ 

  (3) 退学したとき 

(4) 傷病などにより成業の見込みがなくなったとき 

  (5) 学業成績又は性行が不良となったとき 

  (6) 奨学金を必要としなくなったとき 

  (7) 上記の他、奨学生として適当でない事実があったとき 

 ※ 留年したときに奨学金を休止しますが、留年後に進級したときは奨学金の給付を再開します。 

７．手 続 

(1) 必要書類 

① 願書(所定の様式による※)は、黒色ボールペンで手書きにてお願いします。 

② 写真(縦４㎝×横３㎝裏面に氏名記名の上①の願書に添付) 

③ 成績証明書、卒業生については評定平均を記載した調査書(施設、学校の所定の様式で可) 

〇１号奨学金、２号奨学金どちらも提出が必要です。１号奨学金については、応募資格に成

績要件（評点基準）はありませんが、成績証明書の提出は必要になります。 

  ④  収入を証明する資料※２号奨学金のみ提出が必要です。 

〇年収欄には、令和５年分の源泉徴収票、確定申告書、年金通知書、市町発行の所得課税証

明書等の写しを添付する。(年収欄には、源泉徴収票の「支払金額」、所得課税証明書の「給

与収入、公的年金収入」、自営業等の方は確定申告書の「所得金額合計」を記載のこと。) 

なお、児童扶養手当、生活保護費収入も含め、同居者で父母及び父母以外であっても、生

計を支えている者全員について記入してください。 
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    ⑤ 世帯全員記載の住民票謄本又は住民票記載事項証明書（マイナンバーの記載が無いもの） 

〇２号奨学金のみ提出が必要です。 
⑥ 学校長又は児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、ファミリーホーム、自立 

援助ホームの施設長の推薦書（当財団所定の様式による※） 

⑦ 作文：テーマ「１０年後の私」４００字詰め原稿用紙２枚以内 

※願書、推薦書は、当財団の下記ホームページからダウンロードできます。 

(https:/www.teikoku.co.jp/akazawamemorial/) 

(2) 提出方法 

下記提出先に卒業生分を含めて必ず、施設、学校で取りまとめて応募してください。申請者ご本

人からの直接の問い合わせ、応募は受け付けておりません。郵送または持参してください。 

(3) 募集期間 

２０２４(令和６)年７月１日(月)～２０２４(令和６)年８月３０日(金)１７時限り 

(4) 提出先（連絡先） 

〒７６９－２６９５ 

香川県東かがわ市三本松 567 番地 帝國製薬株式会社内 

公益財団法人赤澤記念財団  事務局  

（電話番号）０８７９－２５－２０５０（FAX）０８７９－２５－２２１７ 

    ※当財団ホームページの「奨学金給付事業」の中の「奨学金応募に関するよくあるＱ＆Ａ」も

参考にしてください。 

８．奨学生の決定 

(1)  学業優秀と認められる者、学費の支弁が困難と認められる者、心身ともに優れている者を当財

団の選考委員会で選考を行い理事長が最終決定します。合否の通知は、１０月上旬を目途に施

設、学校宛に通知します。 

(2)  選考の経過及び決定の理由は公表致しません。 

９．奨学生の義務 

  (1) 奨学生は、当財団が奨学生交流会を開催した場合には、可能な限り出席しなければなりません。 

※奨学生交流会に出席する場合は、交通費などの実費相当額を支給します。 

  (2) 奨学生には、毎年度、大学の在学証明書、学業成績証明書、生活状況報告書を、財団へ提出して

もらいます。(２０２５年度奨学生については、大学の在学証明書の提出期限は、２０２５(令和

７)年４月１８日(金)迄です。２月中旬に、当財団から、通知文書を送付します。) 

１０．その他 

  (1) 応募書類は、返却いたしません。 

  (2) 募集要項に記載された内容以外は、当財団の奨学金給付規程の定めに拠ります。 

 

１１．個人情報に関する取り組み 

  (1)ご提供いただいた個人情報は、当財団において奨学金の給付、奨学生に対する指導助言、その他

財団の目的を達成するために必要な範囲内で利用させていただきます。 

  (2) ご提供いただいた個人情報に関するご確認、ご質問、変更等は、前記の７.(４)へお問い合わせ

ください。 


